
整理番号：１－１ 

提言題名：ひとり親世帯への３万円給付について 

 

【提言の要旨】 

 ひとり親に対して臨時に給付金がでることはないのでしょうか。隣の市の龍ケ崎市では、

ひとり親に対して３万円臨時に給付すると聞きました。取手市は、どのように考えています

か。 

（令和２年５月受付） 

 

【回答の要旨】 

国においては、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活

を支援する取り組みのひとつとして、０歳から中学生のいる児童手当を受給する世帯に対し、

児童一人につき 1万円の給付を決定しました。 

 現在、市では令和２年６月末までの早い時期に各ご家庭に入金できるよう作業を進めてい

るところです。 

 さて、ご提言のありましたひとり親のご家庭に３万円の臨時給付金の支給についてですが、

現在市の独自事業としてひとり親のご家庭への給付金を検討しているところです。貴重なご

提言ありがとうございました。 

（子育て支援課 令和２年５月回答） 

 

その後、市独自の事業としまして、ひとり親世帯応援臨時給付金として、１世帯２万円の

給付を決定し、令和２年７月３１日から順次給付金の入金を行っております。 

（令和２年７月現在） 


